
初期対応 重層的支援段階=支援計画書実行 個別支援段階

●各種手続の付添（X市／Y市）
○ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費用助成
○民間住宅媒介支援
○被害者連絡制度
○支援室ｶｳﾝｾﾗｰ面談
○公判支援

○ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ費用助成
○刑事裁判への付添支援

○子の転出／転入手続支援
○児童手当・児童扶養手当・子供医療費助成の終了／開始手続
○遺族見舞金の支給（30万円)（X市のみ）
○ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ費用助成
○死体検案料・家事支援費用・配食費用・教育支援費用助成
○転居費用・住居復旧費用助成（X市のみ)
○住基支援措置
○市教委との調整（配慮、転校）
○市営住宅の優先入居

○被害者通知制度

○就労支援（両親）

○県営住宅の優先入居

各機関は会議に先行
して支援可能。この
場合、会議では実施
済み支援を共有

必要に応じ対応支援調整の「軸」

各機関は支援計画終了
後も、必要に応じ個別
支援を実施

○弁護士選任

宮城県における犯罪被害者等のための重層的支援【具体例】

▽X市に住む被害者（20代女性）が、知人により殺害される事件が発生。被害者は夫とは離婚しており、被害当時は小学生の娘と2人暮らしで

あった。Y市に住む被害者の両親は娘を引き取ることを希望している。

▽県警察から県に情報提供があり、県が支援調整会議を開催（対応機関+市町村は必須機関／連絡協 は個別検討）。支援計画書により、決定

した支援を各支援所掌機関が実施。
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※「●」は重層的支援の仕組み。また、下記支援内容は個別に要件等があり、適用されないケースもある。

個
別
事
案
に
よ
る
支
援
調
整
会
議
構
成
機
関
（
例
）

○捜査、逮捕
○弁護士選任依頼
○御遺体搬送時の付添
○被害者宅・葬儀等

における部外者対策
●支援計画書案調製

県警犯罪被害者支援室

県共同参画社会推進課

みやぎ被害者支援ｾﾝﾀｰ

宮城労働局（ﾊﾛｰﾜｰｸ）

仙台弁護士会

仙台地方検察庁

県住宅課

※県警本部・警察署を含む

○遺族見舞金の支給（30万円)
●フォローアップ、随時相談対応

県は、多機関連携が必要な間、
支援をコーディネート
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